
工事発注

基準に適合しない場合

受理後7日以内に限り

変更命令

（法第10条3項）

      届出受理から7日目以降

分別解体等が

適正に行われなかった場合 助言･勧告（法第14条）

助言･勧告（法第19条）

再資源化等が

適正に行われなかった場合

報告の受理

（法第18条第1項）

再資源化等が適正に行

われなかったと認めるとき

申告（法第18条第2項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告及び適正な対応

報告及び適正な対応

現場・営業所への

法・・・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

申告の審査及び調査

契約

報告の徴収（法第42条）

立入検査（法第43条）

分別解体等（法第42条1項）
の実施状況聴取

再資源化等（法第42条2項）
の実施状況聴取

（法第10条第1項）

命令（法第15条）

命令（法第20条）

適当な措置

建設リサイクル法　手続き等の流れ

受 注 者 (元請，下請) 発 注 者 川 崎 市 長

      

現場における標識の掲示

届出書の受理

書面による説明(受注者→発注者）（法第12条第1項）

技術管理者による施工の管理

分別解体等の実施

（法第12条第2項）

元請から下請へ告知

（書面による説明）

変更届出書の提出
工事着手の7日前まで

（法第10条第2項）

届出書の提出
工事着手日の7日前まで

（法第10条第1項）

（法第18条第1項）

工事受注

契約　(元請⇔下請)

工事着手

再資源化等の実施

(元請業者)

再資源化等の完了の確認

書面による報告


